
様式第１号（第６条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）富士見市長 

 

 

（請求者）               

 

 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の規定により、

次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

請 求 機 関 の 名 称   

閲 覧 者 職 名   氏 名   

事 務 責 任 者 職 名   氏 名   

請 求 事 由   

請 求 に 係 る 

住 民 の 範 囲 
  

閲 覧 希 望 日 時    年  月  日  時  分から  時  分まで 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）富士見市長 

 

 

（受託者）                

                             

         

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項に規定する者から委

託を受けましたので、次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

 

 

委 託 者 

（ 請 求 機 関 ） 

(機関の名称及び代表者の氏名) 

                

(所在地) 

 

(事務責任者の職名及び氏名) 

 

受 託 者 

( 請求機関から 

委託を受けた者) 

(受託者の名称及び代表者の氏名)                

                   

(所在地) 

 

(事務責任者の職名及び氏名) 

 

閲 覧 者 職 名  氏 名  

請 求 事 由  

請 求 に 係 る 

住 民 の 範 囲 
 

閲 覧 事 項 の 

管 理 方 法 

  

  

閲 覧 希 望 日 時    年  月  日  時  分から  時  分まで 



様式第３号（第６条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 

 

  年  月  日 

 

 

  （宛先）富士見市長 

 

 

（請求者）              

 

 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の規定により、

次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

請 求 機 関 の 名 称   

閲 覧 者 職 名   氏 名   

事 務 責 任 者 職 名   氏 名   

請 求 を 必 要 と す

る 事 務 の 内 容 
  

根 拠 法 令   

請求事由を明らか

にすることが事務

性質上困難な理由 

  

請 求 に 係 る 

住 民 の 範 囲 
  

閲 覧 希 望 日 時 年  月  日  時  分から  時  分まで 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書 

 

  年  月  日 

（宛先）富士見市長 

 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２の規定により、次

のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出ます。 

申 出 者 

（ 委 託 し た 者 ） 

(個人の氏名又は法人の名称及び代表者等の氏名) 

            

(住所又は主たる事務所の所在地） 

 

受 託 者 

（委託を受けた者） 

(受託者の名称及び代表者の氏名) 

            

(所在地) 
 

閲 覧 者 
氏 名  

住 所  

閲覧事項の利用目的  

申出に係る住民の範囲   

閲覧事項取扱者の範囲

(※法人の場合) 

  

活動責任者 
(職名及び氏名) 

閲覧事項の管理方法   

調査研究

で 利 用 

する場合 

成 果 の 

取 扱 い 
  

実施体制   

共 同 の 申 出 者 

（いる場合は記入） 

(個人の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名) 
 

(住所又は主たる事務所の所在地) 
 

閲 覧 希 望 日 時     年  月  日  時  分から  時  分まで 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出可否決定通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

 

           様 

 

 

富士見市長         印 

 

年 月 日付けに申出のありました住民基本台帳の一部の写しの閲覧

について、下記のとおり決定したので、富士見市住民基本台帳の一部の写しの

閲覧に関する要綱第９条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 閲覧の申出の可否   承 認   不承認 

 

 

 ２ 承認した場合の条件 

 

 

 

 

 

 

 ３ 不承認とした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



誓 約 書 

 

(宛先)富士見市長 

 

 

 

私は、裏面の「閲覧にあたっての注意事項」を遵守するとともに、住民基本

台帳の閲覧により知り得た事項については、請求した目的以外に使用しないこ

とはもとより、個人のプライバシーの保護のため、第三者への情報提供等は絶

対に行わないことを誓約いたします。  

なお、本件に関して何らかの問題が生じた場合には、法令等に従い、当方の

責任において解決することを併せて確約します。  

  

  

  

  

  年  月  日  

  

  

   (法人にあっては事業所の所在地、名称、代表者の印) 

 

閲覧申出者  住 所                           
      

  

氏 名                                    
   

  

電話番号  
   

  

  

 閲  覧  者   住 所 
    

氏 名                                            

                                                                       

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 

 

  令和３年５月２５日 

 

 

（宛先）富士見市長 

 

 

（請求者）         富士見市役所 

○○ ○○ 

 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の規定により、

次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

請 求 機 関 の 名 称 富士見市役所 

閲 覧 者 職 名  課長 氏 名  富士見 一夫 

事 務 責 任 者 職 名  課長 氏 名  富士見 太郎 

請 求 事 由 「○○に関するアンケート調査」の対象者抽出のため 

請 求 に 係 る 

住 民 の 範 囲 
 富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

閲 覧 希 望 日 時 令和３年５月２５日１３時００分から１６時００分まで 

 

 

 

 

 

 

記入例 



様式第２号（第６条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 

 

  令和３年５月２５日 

 

 

（宛先）富士見市長 

 

 

（受託者）         株式会社 富士見 

                              ○○ ○○ 

         

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項に規定する者から委

託を受けましたので、次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

 

 

委 託 者 

（ 請 求 機 関 ） 

(機関の名称及び代表者の氏名) 

富士見市役所 ○○ ○○ 

(所在地) 

富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

(事務責任者の職名及び氏名) 

課長 ○○ ○○ 

受 託 者 

(請求機関から 

委託を受けた者) 

(受託者の名称及び代表者の氏名)                 

株式会社 富士見 ○○ ○○ 

(所在地) 

富士見市大字鶴馬１８００番地 

(事務責任者の職名及び氏名) 

課長 ○○ ○○ 

閲 覧 者 職 名 課長 氏 名 富士見 一夫 

請 求 事 由 「○○に関するアンケート調査」の対象者抽出のため 

請 求 に 係 る 

住 民 の 範 囲 
富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

閲 覧 事 項 の 

管 理 方 法 

PC記録媒体に保存し、保護ロックを施し、金庫管理とす

る 

閲 覧 希 望 日 時    令和３年５月２５日１３時００分から１６時００分まで 

記入例 



様式第３号（第６条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 

 

  令和３年５月２５日 

 

 

  （宛先）富士見市長 

 

 

（請求者）       ○○○警察署 

○○ ○○ 

 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の規定により、

次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

請 求 機 関 の 名 称 ○○警察署 

閲 覧 者 職 名  課長 氏 名   富士見 一夫 

事 務 責 任 者 職 名  課長 氏 名   富士見 太郎 

請 求 を 必 要 と す

る 事 務 の 内 容 
 犯罪捜査のため 

根 拠 法 令  警察法第○条第○項 

請求事由を明らか

にすることが事務

性質上困難な理由 

 請求事由を明らかにすることに調査対象者が何らか

の画策をするおそれがあるなど、調査には高度の密行

性が要求されるとともに、請求に係る住民の名誉・プ

ライバシーに対する配慮が必要であるため。 

請 求 に 係 る 

住 民 の 範 囲 
富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

閲 覧 希 望 日 時 
令和３年５月２５日１３時００分から１６時００分

まで 

 

 

 

記入例 



様式第４号（第７条関係） 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書 

 

  令和３年５月２５日 

（宛先）富士見市長 

 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２の規定により、次

のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出ます。 

申 出 者 

（ 委 託 し た 者 ） 

(個人の氏名又は法人の名称及び代表者等の氏名) 

富士見市役所 ○○ ○○ 

(住所又は主たる事務所の所在地） 

富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

受 託 者 

（委託を受けた者） 

(受託者の名称及び代表者の氏名) 

株式会社 富士見 ○○ ○○ 

(所在地) 
富士見市大字鶴馬１８００番地 

閲 覧 者 
氏 名 富士見 一夫 

住 所 富士見市大字水子８０００番地 

閲覧事項の利用目的 

災害発生時における水谷４丁目全域に居住する、８０

歳以上の方の安全を確保するための状況を把握するた

め。 

申出に係る住民の範囲 富士見市水谷４丁目全域 

閲覧事項取扱者の範囲

(※法人の場合) 

富士見市役所調査部 

活動責任者 
(職名及び氏名) 

課長 ○○ ○○ 

閲覧事項の管理方法 
PC記録媒体に保存し、保護ロックを施し、金庫管理と

する 

調査研究

で 利 用 

する場合 

成 果 の 

取 扱 い 
 ○年○月、○○のホームページ上にて公表予定 

実施体制 
 富士見市役所 ○○部   ２名 

株式会社 富士見 ○○部 ２名 

共 同 の 申 出 者 

（いる場合は記入） 

(個人の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名) 
富士見市役所 ○○ ○○ 

(住所又は主たる事務所の所在地) 

富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

閲 覧 希 望 日 時 令和３年５月２５日１３時００分から１６時００分まで 

記入例 



誓 約 書 

 

(宛先)富士見市長 

 

 

 

私は、裏面の「閲覧にあたっての注意事項」を遵守するとともに、住民基本

台帳の閲覧により知り得た事項については、請求した目的以外に使用しないこ

とはもとより、個人のプライバシーの保護のため、第三者への情報提供等は絶

対に行わないことを誓約いたします。  

なお、本件に関して何らかの問題が生じた場合には、法令等に従い、当方の

責任において解決することを併せて確約します。  

  

  

  

  

  令和３年５月２５日  

  

   (法人にあっては事業所の所在地、名称、代表者の印) 

  

閲覧申出者  住 所     富士見市水谷４丁目３番地２ 
      

  

氏 名     富士見 一夫 
   

  

電話番号  ０４９（０００）００００ 
   

 

 閲  覧  者   住 所   
    

氏 名      水谷 花子                                      

                                                                       

富士見市大字水子８０００番地 

記入例 



住民基本台帳閲覧請求（申出）書  

使 い み ち 
富士見市に住民登録をしているかたの住民基本台帳の閲覧を

するとき  

請求（申出）

に必要なもの  

【法第１１条の請求】 

 ●住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書（請求者：様式第１

号、受託者：様式第２号） 

 ●本人確認できる書類及び職員たる身分を示す証明書の提示 

 

【法第１１条の２の申出】 

 ●住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書（様式第４号） 

 ●誓約書 

 ●【法人の場合】法人格を有することを証する書面 

 ●【個人情報取扱事業者の場合】安全管理措置を講じている

ことを示す書面 

 ●（法１１条の２第１項第１号に規定する申出者の場合） 

概要、実施体制、成果等を示す書面 

 ●（法１１条の２第１項第２号に規定する申出者の場合） 

概要、実施体制、成果等を示す書面 

 ●（法１１条の３第１項第３号に規定する申出者の場合） 

特別の事情を示す書面 

 ●（第三者の委託を受けた申出者の場合）契約書の写し 

 ●閲覧申出可否決定通知書（様式第５号） 

 ●本人確認できる書類及び社員たる身分を示す証明書の提示 

請求（申出）

で き る 方  

（１） 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂

行のために閲覧する場合。（法第１１条の請求） 

（２） 個人または法人が次に掲げる活動を行うために閲覧す

ることが必要である旨の申出があり、市町村長が当該

申出を相当と認める場合。（法第１１条の２の申出） 

※次頁、「閲覧にあたっての注意事項」をご覧ください。 

提 出 先 

市役所１階市民課  

※閲覧には予約が必要です。（予約は閲覧を希望する日の１

４日前までに閲覧請求（申出）書等を提出してください。）  

※閲覧できる日時は、 １月１日から１月３日まで、及び１２

月２９日から１２月３１日まで並びに国民の祝日を除く月曜

日から金曜日までの午前９時から午後４時まで（１２時から

午後１時までは除く）です。  

手 数 料 閲覧数１人につき ３００円  

問 合 せ 先 市民課市民係 ０４９－２５２－７１１０（直通）  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧にあたっての注意事項 

 

<必要な書類> 

・閲覧の請求（申出）には次の書類の提出（提示）が必要となります。 

住民基本台帳法第１１条の請求の場合 

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書（請求者：様式第１号、受託者：様式第２号） 

(2) 本人確認できる書類及び職員たる身分を示す証明書 

住民基本台帳法第１１条の２の申出の場合 

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書（様式第４号） 

(2) 誓約書 

(3) 閲覧申出者が法人の場合は、法人格を有することを証する書面又はその写し 

(4) 閲覧申出者が個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護

法」という。）第１６条第２項に規定する個人情報取扱事業者である場合は、同法第２３条に規

定する安全管理措置を講じていることを証する書面又はその写し 

(5) 住民基本台帳法第１１条の２第１項第１号及び第２号に規定する閲覧申出者は、調査・活動

の概要や、実施体制、成果等を示す書面及び資料 

(6) 住民基本台帳法第１１条の２第１項第３項に規定する閲覧申出者は、当該訴訟の提起その他

特別の事情を示す書面又はその写し 

(7) 第三者の委託を受けた申出者は委託契約書の写し 

(8) 本人確認できる書類及び社員たる身分を示す証明書 

(9) 市から送付された閲覧申出可否決定通知書（様式第５号） 

 

<閲覧に関する注意事項> 

・閲覧希望日は、あらかじめ予約してください。（予約は閲覧を希望する日の１４日前までに閲

覧請求（申出）書等を提出してください。） 

・閲覧できる日時は、１月１日から１月３日まで、及び１２月２９日から１２月３１日まで並び

に国民の祝日を除く月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで（１２時から午後１時ま

では除く）です。 

・閲覧場所は、市民課に設置された閲覧コーナー（閲覧席は１席）とします。 

・閲覧の承認・不承認は、閲覧申出可否決定通知書（様式第５号）で確認してください。 

・閲覧用の台帳は、原則、町丁字別及び世帯の五十音順に編成し、毎月の１日付けをもって編成

しています。（「ストーカー行為等の規制等に関する法律」又は「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律」に基づく支援措置を講じている者は除く。） 

・当該閲覧で得たすべての情報は、報告していただきます。 

・住民基本台帳法の規定に基づき、閲覧者などの公表を行います。 

 

<閲覧の際の注意事項> 

・閲覧にあたっては、次の事項を遵守してください。なお、遵守事項に違反した場合は閲覧を中

止させていただく場合があります。 

(1) 閲覧用台帳を切取り、汚損、毀損又は加筆をしないこと。 

(2) 閲覧場所において、カメラ、複写機又は録音機器等は使用しないこと。 

(3) 閲覧場所において飲食し、又は携帯電話を使用しないこと。 

(4) 閲覧場所を離れるときは、個人情報が漏えいしないように措置を講ずること。 

・偽り、その他不正な手段によって閲覧をした者は、過料に処せられる場合があります。（住民

基本台帳法第５０条） 

・その他閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。 

 


